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まだ肌寒さが残る日もありますが、ぽかぽか陽気の暖かい日も増えてきました。新年度がスタートし、こども

たちも少しずつ新しい生活に慣れ、笑顔が増えてきたころではないでしょうか。 

発達支援センター「おひさま」でも、各年齢に応じた教室が始まりました。さまざまな活動を通して、こども

たちの健やかな発達と成長を応援していきたいと思います。 

おひさまだよりでは、各教室の様子や子育てについての研修会、家族交流会等の情報をお伝えしていきます。

どうぞ１年間よろしくお願いします。 

 

・来所時の手洗いでは、自分のハンカチを使用していただきますようお願いします。 

・教室を欠席する際は必ず連絡をお願いします。 

・降雪、降雨等の荒天により、通所が困難と判断した場合は教室を休止し、保護者の皆様に連絡をします。 

振替日については、指導員とご相談ください。 

 

 

おひさまは免疫力や抵抗力の弱いお子さんも利用しています。施設内感染を防ぐため、以下の場合は教室

の利用ができませんので、ご理解とご協力をお願いします。 

1)来所される方（お子さんや保護者等）が体調不良の場合 

・37．５度以上の発熱や咳、嘔吐等の症状がある場合は利用できません。 

・お子さんが医師からの登園許可証が必要な感染症の場合、医師の許可が出るまで利用できません。 

2)感染症により、園が登園自粛期間中や希望保育中の場合 

・在籍する園やクラスが登園自粛期間中は、お子さんがり患していなくても利用できません。 

 

 

 

おひさま、十日町小学校、ふれあいの丘支援学校の３施設合同で年３回、合同避難訓練を実施しています。 

第１回目は４月21日（月）に地震及び火災発生時の避難訓練を実施し、避難経路及び避難方法について 

確認する予定となっています。 

今後の予定は決まり次第お知らせします。教室利用時間と重なった場合は、ご協力をよろしくお願いします。 

 

 
昨年度、年少児以上の保護者の皆様を対象に「児童発達支援評価」を実施させていただきました。「児童発達 

支援評価表」の結果を同封いたします。 

温かい言葉を励みに、今後もお子さんと保護者の方のニーズに合わせたより良い支援や支援環境を考えてい

きたいと思います。ご協力ありがとうございました。なお、この結果については、ホームページ上でも公開して

おります。 

 

 教室利用についてのお願い  

 感染症についてのお願い  

避難訓練について 

おひさまだより(年中・年長児)  
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令和６年度児童発達支援ガイドラインに基づく自己評価結果について 

裏面もあります 



 

 令和６年度より、総合的な支援の推進と、事業所が提供する支援の見える化を図るため、支援プログラムの作成

と公表が求められることとなりました。それに伴い、おひさまでも、支援プログラムを作成し、それに基づいた教

室運営を行っています。ホームページ上に公表しておりますのでご覧いただけます。 

 
今年度のおひさま職員です。職員で連携を取りながら、お子さんのためのより良い支援をしていきたいと思い  

 ます。何かわからないことがありましたら、気軽に声をかけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

十日町市発達支援センター   おひさま 

センター長    越村 智子 

係長       品田 輝美 

事務員      田村 貴美子 

相談支援事業所 児童発達支援事業所 

療育指導主事    小島 美和子 主査保育士       保坂 美奈子 

主査作業療法士   山﨑 正人 主査保育士       髙橋 祐史   

主査保育士     金澤 絵里 主任社会福祉士     井上 友里 

(児童発達支援管理責任者) 主査保育士     栁 愛子 

主査臨床心理士   稲見 康明（学校教育課併任） 指導員          高橋 裕子 

主任臨床心理士   鈴木 皓子（発達支援センター併任） 指導員              相澤 千華子   

相談員       村山 浩美 指導員         斎藤 新珠 

検査相談員     鷹巣 康子 指導員         田畑 ゆかり 

支援プログラム公表について 

職員紹介 

相談支援事業所では、ご家族から相談を受け、様々な情報提供や助言及び福祉サービスを受ける 

ための手続き等のお手伝いをします。 

児童発達支援事業所では、未就学児に対し、こどもの発達の過程や特性等に応じた支援を行います。 


